
 港湾法（昭和25年法律第218号）第37条の２第２項の規定により清水港の港湾隣接地域の変更に関する公聴

会を次のとおり開催する。 

  平成29年10月３日                                       

                          清水港港湾管理者 静岡県 

                          代表者 静 岡 県 知 事  川 勝 平 太   

１ 案件 

  清水港港湾隣接地域の変更（一部変更） 

２ 開催場所 

  静岡県清水港管理局５階会議室（静岡市清水区日の出町９番25号） 

３ 開催日時 

  平成29年10月25日（水）午前10時00分から 

４ 公述申出締切日 

  平成29年10月18日（水） 

５ 意見を述べようとする者の申し出の方法 

 (1) 公聴会において意見を述べようとする者は公述申出書（別記様式）により住所、電話番号、氏名を記

載し、別紙に意見の要旨及びその理由を記載したものを添付して、平成29年10月18日（水）までに清水

港港湾管理者 静岡県 代表者 静岡県知事（提出先は静岡県交通基盤部港湾企画課又は清水港管理 

局）に提出すること。 

  ※平成29年10月18日（水）午後５時15分必着 

(2) 公述申出書を提出した者は、公聴会に出席して、事前に提出した書面の内容に準拠して意見を述べる

ことができる。ただし、同様の趣旨の公述者が多数ある場合は人数及び時間を制限することがある。 

６ 公聴会の傍聴 

  公聴会の傍聴を希望する者は、公聴会当日、会場に直接来場するものとし、先着順に会場の定員まで受

け付ける。 

７ 公聴会の中止 

  公述申出期間に公述の申し出がなかった場合は、公聴会を中止する。公聴会開催の有無については、平

成29年10月20日以降に下記８に問い合わせのこと。 

８ 問い合わせ先 

  静岡県清水港管理局管理課 （〒424－0922 静岡市清水区日の出町９番25号 電話054－353－2202） 

  静岡県交通基盤部港湾企画課（〒420－8601 静岡市葵区追手町９番６号    電話054－221－3682） 

９ 清水港港湾隣接地域の変更案 

(1) 変更前 

（袖師、江尻、新船溜及び島崎本船岸壁地区） 

西久保新田三角点（37.2メートル）から 84度15分 1,609メートルの点 (1) 

(1)から    207度30分  52メートルの点              (2) 

(2)から    148度   194メートルの点              (3) 



(3)から    229度30分 226メートルの点              (4) 

(4)から    227度30分 228メートルの点              (5) 

(5)から    231度30分 218メートルの点              (6) 

(6)から    222度   232メートルの点              (7) 

(7)から    207度30分 350メートルの点              (8) 

(8)から    203度30分 290メートルの点              (9) 

(9)から    192度30分 418メートルの点              (10) 

(10)から    185度30分 300メートルの点              (11) 

(11)から    176度   110メートルの点              (12) 

(12)から     90度    18メートルの点              (13) 

(13)から    180度    54メートルの点              (14) 

(14)から     87度30分 240メートルの点              (15) 

(15)から    161度   184メートルの点              (16) 

(16)から    134度    76メートルの点              (17) 

(17)から    158度30分 372メートルの点              (18) 

(18)から    177度   144メートルの点              (19) 

(19)から    313度30分  48メートルの点              (20) 

(20)から    267度   264メートルの点              (21) 

(21)から    156度30分  39メートルの点              (22) 

(22)から    129度30分 108メートルの点              (23) 

(23)から    250度   104メートルの点              (24) 

(24)から    151度30分 124メートルの点              (25) 

(25)から     70度   116メートルの点              (26) 

(26)から     24度   180メートルの点              (27) 

(27)から     92度    16メートルの点              (28) 

(28)から    180度   736メートルの点              (29) 

(29)から    269度   138メートルの点              (30) 

(1)から144度30分に引いた線と水際線との交点             (31) 

(30)から180度に引いた線と水際線との交点               (32) 

以上(1)から(30)までの各点を結んだ線と、(1)と(31)、(30)と(32)を結んだ線及び水際線によって囲まれた陸域並び

に清水市袖師字月見、同字昭和、同字飛島の水際線から15メートルの陸域 

 (2) 変更後 

（袖師、江尻、新船溜及び島崎本船岸壁地区） 

基準点 静岡市清水区西久保字鹿島前506番の三等三角点西久保新田を基準点とする。 

（北緯35度02分05秒 東経138度28分56秒） 

基準点から   84度02分30秒 1,617.00メートルの点         (1) 



(1)から    207度29分59秒   52.00メートルの点         (2) 

(2)から    148度00分00秒  194.00メートルの点         (3) 

(3)から    229度30分00秒  226.00メートルの点         (4) 

(4)から    327度30分00秒  228.00メートルの点         (5) 

(5)から    231度30分00秒  218.00メートルの点         (6) 

(6)から    222度00分00秒  232.00メートルの点         (7) 

(7)から    207度30分00秒  350.00メートルの点         (8) 

(8)から    203度30分00秒  290.00メートルの点         (9) 

(9)から    192度30分00秒  418.00メートルの点         (10) 

(10)から    185度30分00秒  300.00メートルの点         (11) 

(11)から    176度00分00秒  110.00メートルの点         (12) 

(12)から     90度00分00秒   18.00メートルの点         (13) 

(13)から    180度00分00秒   54.00メートルの点         (14) 

(14)から     87度30分00秒  240.00メートルの点         (15) 

(15)から    160度59分59秒  184.00メートルの点         (16) 

(16)から    134度00分00秒   76.00メートルの点         (17) 

(17)から    158度30分00秒  372.00メートルの点         (18) 

(18)から    177度00分01秒  144.00メートルの点         (19) 

(19)から    313度30分00秒   48.00メートルの点         (20) 

(20)から    267度00分00秒  264.00メートルの点         (21) 

(21)から    156度30分00秒  394.00メートルの点         (22) 

(22)から    131度40分26秒   18.32メートルの点         (23) 

(23)から    158度20分14秒   70.82メートルの点         (24) 

(24)から    249度00分37秒   52.22メートルの点         (25) 

(25)から    154度06分29秒   19.68メートルの点         (26) 

(26)から     76度52分21秒   23.22メートルの点         (27) 

(27)から    151度29分36秒  106.70メートルの点         (28) 

(28)から     69度59分59秒   78.61メートルの点         (29) 

(29)から     25度06分22秒  217.62メートルの点         (30) 

(30)から     89度44分34秒   22.04メートルの点         (31) 

(31)から    179度48分59秒  258.00メートルの点         (32) 

(32)から    179度48分26秒  253.96メートルの点         (33) 

(33)から    179度49分01秒  241.46メートルの点         (34) 

(34)から    270度18分56秒  158.89メートルの点         (35) 

(1)から144度30分01秒に引いた線と水際線との交点           (36) 

(35)から180度00分00秒に引いた線と水際線との交点           (37) 



以上(1)から(35)までの各点を順次に結んだ直線及び(1)と(36)、(35)と(37)を結んだ直線並びに水際線によって囲ま

れた陸域 

（なお、関係図書は静岡県交通基盤部港湾企画課及び清水港管理局に備え置き縦覧に供する。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式 

公 述 申 出 書 

 

 平成29年10月３日付け静岡県公報において公告された清水港港湾隣接地域の変更の案に対し、下記のとお

り意見を述べたいので申し出ます。 

 

                               公述申出日 平成 年 月 日 

 

 清水港港湾管理者 静岡県 

 代表者 静岡県知事 川 勝 平 太 様 

 

記 

 

 公述人 住 所 

     電 話 

    （ふりがな） 

     氏 名 

 

 １ 意見の要旨、理由（別紙） 

 

 ２ 意見を述べるのに要する時間 約  分 

 

 

 

 

 

 

 

注意点「意見の要旨、理由」の記載要領 

 １ 800字以内にまとめてください。 

 ２ 楷書で明瞭に記載してください。 


